
甲府市議会「創政こうふ」行政視察報告書 

① 実施日時 

平成30年7月11日(水) ～ 7月13日(金) 

② 視察先・視察内容 

徳島県庁   「消費者庁移転の誘致活動について」 

徳島県鳴門市 「エコノミックガーデン鳴門について」 

香川県高松市 「中央商店街の再開発について」 

       「コンパクトシティに向けたまちづくりと自転車施策について」 

徳島県美馬市 「民泊・農泊事業について」 

       「廃校になった小学校の無償貸し出しについて」 

③ 参加者 

「創政こうふ」8名 

(桜井正富、金丸三郎、清水仁、山中和男、天野一、小沢宏至、望月大輔、向山憲稔) 

④ 視察報告 

⑴ 徳島県庁 

「消費者庁移転の誘致活動について」（報告者：向山憲稔） 

実施日時 7月11日(水) 

対応者 

 徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課消費生活創造室 

 室 長  犬 伏 伴 都 

 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 

 TEL (088)621-2100 FAX (088)621-2979 

 

 

● 徳島県が進めている誘致活動の経緯 

政府は2015年3月、地方創生の実現に向けて「東京一極集中」を是正するため国の機関を地方

に移転する方針を掲げ、誘致を希望する道府県を募集した。政府の募集に対して、2015年8月ま

でに42の道府県から69の機関について誘致の希望が出され、徳島県は「消費者庁」と全国の消

費生活センターの相談内容を集約している「国民生活センター」の誘致希望を提出した。徳島

県が消費者庁の誘致を希望する理由は、食品偽装を防ぐため特産のワカメの認証制度を取り入

れるなど消費者行政で積極的な取り組みを行っていることや、場所を問わない働き方「テレワ

ーク」などの実現に向けて通信環境の整備に取り組んでいることが挙げられる。消費者庁の徳

島誘致の実現に向けて、2016年2月には「消費者庁・国民生活センター等徳島誘致協議会」が設

置され、「産官学金労言」が連携して誘致実現に向けて挙県一致で取り組むことを目指した

「行動宣言」が全会一致で承認された。 



 
 

● 消費者行政・消費者教育を徳島から全国へ 

消費者庁と国民生活センターの新拠点となる「消費者行政新未来創造オフィス」が県庁内に

開設され、２０１７年７月２４日から業務がスタートした。全面移転の可否を３年後に判断す

ることを前提に、徳島を実証フィールドとした様々な取り組みが展開されている。 

 



 
 

 

 

 

 

 

● 新次元の「消費者行政・消費者教育」の定着に向けた動き 



 

 

● 徳島での取り組みを全国へ発信 



 

● まとめ・所感 

２０１８年１０月に宮腰光寛消費者行政担当相が、就任後初めて徳島県を訪れて、消費者庁

の消費者行政新未来創造オフィスを視察した。その際、記者団に消費者庁の徳島移転の可否に

ついて問われると「来年夏に行う２０２０年度予算の概算要求までに結論を得る」と述べたと

いう。 

安倍政権となり「地方創生」が叫ばれているが、東京一極集中に歯止めがかからずに地方は

人口減少と経済停滞が続いている。徳島県は「ＶＳ東京」を宣言して地方への新たな人の流れ

を創出するために、消費者庁移転の取り組みを積極的に推進している。山梨県をみると、後藤

斎知事が２０１５年に国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構」(通称ＮＥＤ

Ｏ)と、林野庁の「森林技術総合研修所」の誘致を提案した。しかし、実際には政府系機関の移

転には結びついていない。 

今回の視察を通じて、東京一極集中を打破するため、地方の活性化を図るためには、省庁移

転は必要な施策であると改めて認識した。若者向けの消費者教材の活用やエシカル消費の普及

など徳島モデルを全国に発信している徳島県において、国が本気で消費者庁の移転を実行に移

すことができるのか。徳島の成否が他地域にも影響を及ぼすと考える。山梨県、甲府市におい

ても政府系機関の移転を通じて、地域経済の再興と定住人口・交流人口の増加に努めるべきで

ある。徳島県の取り組みを甲府での施策に生かすとともに、移転の可否を注視したい。 

 

 

 

 



≪徳島県庁 視察写真≫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑵ 徳島県鳴門市 

「エコノミックガーデニング鳴門について」（報告者：向山憲稔） 

実施日時 7月12日(木) 

対応者 

 徳島県鳴門市経済建設部経済局商工政策課 課長 阿部 聡 

                     主事 吉岡 孝晃 

 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜宇東浜170番地 

 TEL (088)684-1730 FAX (088)684-1339 

● 「エコノミックガーデニング（ＥＧ）」とは 

エコノミックガーデニングは、１９８０年代後半にアメリカのコロラド州リトルトン市で初

めて実施され、試行錯誤を繰り返しながら１５年間で雇用２倍、税収３倍を実現したことで注

目を浴びた地域経済活性化施策。現在では全米の多くの都市に広がっている。この手法では、

企業誘致だけに頼るのではなく、地域の中小企業が成長することによる地域経済活性化を目指

すこととしており、そのために行政や商工会議所、銀行などが連携しながら地元の中小企業が

活動しやすく成長できるようなビジネス環境を整備するための施策を展開していく。日本にお

いては、静岡県藤枝市が２０１１年度から、徳島県鳴門市が２０１２年度から導入準備をはじ

めたほか、多くの地方都市で検討や研究が進められている。 

 

 

● 鳴門市の取り組み 



















 

● まとめ・所感 

以前に、エコノミックガーデニングの日本での第一人者である拓殖大学の山本尚史教授から

教示をいただいたことがあったので、実践をしている鳴門市の取り組み内容を興味深く拝聴し

た。視察研修には、鳴門市の泉理彦市長も同席していただき、エコノミックガーデニング導入

への経緯や市長の想いを直接、お伺いすることができた。 

地域経済の活性化に向けた取り組みは、日本全国で行わているがいずれも一朝一夕では成果

はでていない。やる気のある企業を守り育てる制度設計を行い、人口流出を阻止するためにも

働く場の確保を行政と民間が連携して行う必要がある。 

中小企業振興条例もそうであるが、エコノミックガーデニングという制度・仕組みだけが存

在しても効果は出ない。数多くの中小企業が地域の中で、しっかりと成長できるように実効性

を持たせるための取り組みが必要となる。鳴門市の取り組みは、経済支援の概念を転換すると

ころからスタートしている。公平・平等・中立から「選択と集中」へ。緊急対策から「長期的

取り組み」へ。そして、企業誘致から「地元企業の長生・繁栄」へ。これまでの取り組みの中

で、成果が出ている部分がある一方で、十分に経済活性化が図られたといえない部分もあると

感じた。今後、どのように地域経済の発展に向かっていくのか。鳴門市の動向に注目するとと

もに、甲府市が取り組んでいる様々な経済政策と照らし合わせながら、新たな中小企業支援の

在り方を議会の中で討議していきたいと思う。 

 

≪鳴門市 視察写真≫ ※ 泉理彦市長も同席していただきました。 

 



（3）香川県高松市 

「中央商店街の再開発について」（報告者：小沢宏至） 

「コンパクトシティに向けたまちづくりと自転車施策について」（報告者：小沢宏至） 

実施日時 7月12日(木) 

対応者 

 香川県高松市都市整備局都市計画課 課長補佐      宮武 伸宇 

主幹        岡田 光信 

再開発係 係長 三村 貴浩 

 〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 

 TEL (087)839-2455 FAX (087)689-2452 

 

● 高松市の概況（Ｈ30.4月） 

（面積：375.52k㎡  人口：418,122人 世帯数：185,169世帯） 

 

高松市は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面し、これまで、人々の暮らしや経済・文化など

様々な面において、瀬戸内海との深いかかわりの中で、四国の中枢管理都市として発展を続けてき

た、海に開かれた都市で、気候は年間を通して寒暖の差が小さく、降水量の少ないのが特色であ

る。 

北は瀬戸内海から南は徳島県境に至る、海・山・川など恵まれた自然を有する広範な市域の中

に、にぎわいのある都心やのどかな田園など、都市機能・水・緑が程よく調和し、豊かな生活空間

を有する都市となっている。 

昭和63年の瀬戸大橋開通や平成元年の新高松空港開港、平成4年の四国横断自動車道の高松への

延伸などにより高松市を取り巻く環境が大きく変化する中、平成11年4月、中核市に移行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【中央商店街の再開発について】 

● 目的 

高松市の中心部に連なる商店街は総延長2.7ｋｍと全国有数の規模を誇る。その中で丸亀商店街

は再開発により変貌を遂げ中心市街地活性化のお手本として有名であるが、約10年が経過する中で

有力店舗の撤退なども見られるなかで、どの様な取り組みを行い対処してきたのかを学ぶ。 

 

● 市街地再開発事業とは  

老朽化した低層建築物が密集し生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用して中

高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスペースの確保や道路など公共施設の

整備を一体的に行うことにより、快適で安全なま

ちに再生することを目的としている。 

 

 事業の資金は、建物を中高層にして土地を高

度利用することによって、地元地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床（保留床）をつくり、そ

れを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金によってまかなわれている。 地元地権者は、

再開発前の土地や建物の権利と同値格分の住宅や店舗などの床（権利床）を取得する。 

 

市街地再開発事業の種類  

①第一種市街地再開発事業 

「権利変換」という方法によって行われるもので、民間（個人、市街地再開発組合、再開発

会社）や県、市、機構等が施行者（事業者）となる。 

 

②第二種市街地再開発事業 

防災上きわめて危険な地区であるとか、災害時の避難広場などの整備を必要とする地区に限

られて行われるものであり、「用地買収方式」によって再開発会社、県、市、機構等のみが

行うことができる。 

広場・公園などのオープンスペー

ス 



● G街区市街地再開発事業 

丸亀町商店街の南端で、中央商店街のほぼ中央に位置し、南部商店街や国道11号との結節点

の役割を担う重要な街区であり、平成13年11月の再開発組合設立後に世界的な金融危機など

あったが、関係者の熱意と尽力により乗り越え、平成24年4月にオープン。 

 

【G街区の概要】 

事業名・・・高松丸亀町商店街G街区第一種市街地再開発事業 

施行者・・・高松丸亀町商店街G街区市街地再開発組合 

所在地・・・丸亀町7-16,8-23、他  地区面積・・約1.2ヘク

タール 

敷地面積・・約8,900平方メートル  延床面積・・約44,000平

方メートル 

総事業費・・約150億円 

階数・・・・西館 地下1階、地上13階 東館 地下1階、地上12

階 

商業・・・・約15,900平方メートル（47/57店舗 平成24年4月

現在） 

住宅・・・・約8,600平方メートル（96戸） 

ホテル・・・約5,700平方メートル（175室） 

駐車場・・・約400台（一般用約330台、住宅用約70台） 

駐輪場・・・約600台 

 
商店街 



 

 

 

 

 

 

● まとめ・所感 

全国地方の都市に見られることだが、郊外大型店での消費やネット通販の拡大により、中心商店

街から人足が遠のいていることに対して、高松市での再開発により中心市街地活性化の手法は、お

手本として取り上げられてきた。約10年が経過する中で有力店舗の撤退なども見られるなか、３月

に商店街主導で健康管理の新たな拠点を開設するなどの取り組みを行ったが、その評価を行うに

は、まだ時期早々であろう。 

第二弾として、生鮮食料品店舗や診療施設を整備する計画もあるとのことなので、今後も引き続

き注目していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱番街（Ａ街区） 

商店街（Ｇ街区） 

商工会運営駐車場 



【コンパクトシティに向けたまちづくりと自転車施策について】 

「コンパクトシティにむけたまちづくり」について 

 

 

を目指している。 多核連携型コンパクト・エコシティとは？ 

集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造及び人と環境にや

さしい公共交通を基軸とした環境配慮型交通システムを併せ持つ持続可能な環境共生都市のこと。 

公共交通の再構築 

医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、地域の活力を維持するとともに、高齢者が安心して暮

らせるよう、コンパクト・プラス・ネットワークの考えの下、公共交通と連携して、持続可能なま

ちづくり。 

将来の人口動向等を見据え、効率的・持続的なサービスの提供のために、公共交通ネットワーク

の再構築が必須とのことである。 

高松市の強みである鉄道を基

軸として、バス路線をアクセ

スさせるものであり、現在、

鉄道と幹線道路の交差部に、

新たな交通結節拠点として鉄

道新駅を整備するとともに、

再編したバス路線を繋ぐ。 

公共交通の維持・充実は、鉄

道を基軸とした公共交通ネッ

トワークの再構築に向けた総

合的な取組は、持続可能なま

ちづくりに繋がるとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す将来都市構造＝多核連携型コンパクト・エコシティ 

持続可能な公共交通ネットワークのイメージ 



将来都市構造の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自転車施策」について 

 高松市のレンタサイクル事業は、放置自転車対策の一環として２００１年にスタート。ＪＲ高

松駅や琴電瓦町駅など計７カ所のポートで約１２５０台の自転車を貸し出している。 

 １回１００円と手軽なレンタサイクルは通勤・通学等の市民の足として活用されているほか、

観光地巡り等の観光客にも幅広く利用されている。 

 

■ 受付時間：午前７時～午後１０時 

■ 利用対象者：中学生以上で、レンタサイクルの利用について安全上支障のない方 

■ 料金について 

利用の種別 利用期間 
利用料 

一般 学生 

定期利用 
１か月 ２，０００円 １，８００円 

３か月 ５，５００円 ５，０００円 

一時利用 
１～６時間 １００円 

６～２４時間 ２００円 

 

 

 

 

低密度な拡散型の都市 集約型の都市構造 



■ システムの特徴について 

地域交通系ICカード（高松琴平電気鉄道：ＩｒｕＣａ）との連携 

① ＩｒｕＣａカードをレンタサイクルの会員カード（利用証）として登録ができる。 

② ＩｒｕＣａカードによる利用料のお支払いができる。 

ICタグと利用証による個体管理 

 貸出用自転車にはICタグを装着し、各ポートの入口・出口に設置されたICタグリーダーで自

転車情報を管理し，利用証（磁気カードorＩｒｕＣａ)で利用者ごとの貸出・返却の状況を自

動管理。 

一般駐輪場との入出場ゲート共用 

 高松駅前広場地下、瓦町駅地下、琴電栗林公園駅前の3ポートにおいて、レンタサイクル利用者

と一般駐輪場利用者の入出場ゲートを共用させ（全国初のシステム）、 施設の有効活用を図って

いる。 

● まとめ・所感 

高松市は平坦な土地であり、温暖小雨な気候から自転車の利用が盛んであったそうで、駅周辺の

放置自転車の再利用など上手く取り入れたものであったが、それに伴う駐輪場の整備やエレベータ

ーの整備など基本的なインフラへの投資は行ってきている。 コンパクトなまちづくりと公共交通

を巧みに織り交ぜた持続可能なまちづくりの手法は、甲府市に合わせた変更を行うことで十分に対

応できそうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（3）徳島県美馬市 

「民泊・農泊事業について」（報告者：天野一） 

「廃校になった小学校の無償貸し出しについて」（報告者：天野一） 

実施日時 7月13日(金) 

対応者 

徳島県美馬市未来創生局観光課 事務主任 逢坂 肇 

徳島県美馬市市民環境部ふるさと振興課 主幹 山川 一美 

  

〒777-8577  徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地 5 

TEL（0883）52-8009  FAX（0883）55-0680 

 

● 美馬市の概況 

（面積：367.14 km2  人口：29,963 人  世帯数：12,785 世帯） 

美馬市は、2005（平成 17）年３月１日に旧美馬郡内の脇町、美馬町、穴吹町、木屋平村が合併し

てできた、豊かな自然と数多くの文化財が残る歴史情緒あふれる地域。 

総面積 367.14kmは、徳島県全体の約 8.9％にあたり、このうち可住地が 76.22km2 で、総面積の

約 20.8％を占めている。徳島県の西部に位置し、西側が三好市、美馬郡つるぎ町と、北側が阿讃山

脈の山頂で香川県と、東側が阿波市、吉野川市、名西郡神山町と、南側が那賀郡那賀町と接してい

る。市のほぼ中央を東西に四国三郎「吉野川」が流れ、穴吹川など幾多の川が吉野川に流れ込み、

その沿岸の平野部が主な可住地となっている。北側の阿讃山脈、南側の剣山をはじめ、ほとんどが

山地で、総面積の約８割が森林となっており、清らかな水と豊かな緑に囲まれた自然の美しい地域

である。 

 

● 視察の目的 

住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、一般の住宅に有料で旅行者を泊める「民泊」が今注目さ

れている。また、「農泊」は農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々

との交流を楽しみ、農家民宿、古民家を活用した宿泊施設、廃校となった学校など、多様な宿泊手

段により旅行者にその土地の魅力を味わってもらう「農山漁村滞在型旅行」のことで、過疎高齢化

が進み、空き家が増え続ける農山村にとって民泊は、地域の PR や農家の副収入につながる。 

本市でも甲府市内の農山村集落に存在する空き家の有効利用を通して、コミュニティ機能の維持

及び定住若しくは二地域居住等の促進による地域の活性化を図るための 「空き家バンク制度」が

あり、今後の本市の施策に活かしていくため、先進地である美馬市の調査研究を行う。 

 

● 「民泊・農泊事業について」 

農林漁家民宿の開業支援をおこなうこととなった経緯 

美馬市は、にし阿波観光圏の構成市町の 1つで日本版 DMO「そらの郷」で行っている都心部から

の修学旅行生を民泊で受け入れる「教育旅行」を平成 24 年から行っており、現在 45戸の登録があ

る。平成 29 年度は 490泊の中高生を受け入れており、農林漁家民宿を開業することによって、一

般客を対象に日常的に営業できることとなり、さらなる所得増加を図ることが期待できる。 

また、美馬市は相対的に宿泊施設が少なく、本市の観光面の問題である「通貨型観光地」の解消

のため、農業漁家民宿を増やし、宿泊の形態を増やすことで宿泊者を増加させる狙いがある。 

 

● 美馬市の民宿の現状 

農林漁家民宿 4戸 

簡易宿舎    4戸（廃校利用施設１戸、ゲストハウス１戸、簡易宿舎２戸） 

 

 

http://www.city.mima.lg.jp/kankou/kankouannai/asobu/0021.html


● 支援事業及び補助金 

美馬市農林漁家民宿支援事業 

美馬市で開業し５年以上継続して営業する者に 

 ① 旅館業法及び食品衛生法の取得に必要な家屋の改修 

 ② 認可関係の申請費用(印紙代) に対し、経費の 2分の 1の範囲で上限 50万円を補助。 

 

美馬市起業総合促進事業補助金 

美馬市に居住している個人、美馬市の本店又は主たる事業を置く法人で、美馬市で新たに事業

を開始し、みなし大企業でない法人又は個人であって、5年以上継続して営業することを条件

に、 

① 店舗等借入費 

 ② 設備費 

 ③ 広報費(自社で行う広報に係る費用) 

 ④ 原材料費(試供品等の制作にかかる経費)に対し、経費の 2分の 1の範囲で 

上限 50 万円を補助。 

 

美馬市移住創業促進事業補助金 

上記と同等の条件と補助内容で美馬市に 1年以上移住したものに対し、経費の 2分の 1の範囲

で上限 100 万円を補助 

 

地方創製交付金の活用 

平成 28年度から 30年度にかけて地方創生交付金を活用し、美馬市にサテライトオフィスを設

置している(株)百戦錬磨と農林漁家民宿の推進を図っている。 

① 民泊開業者を掘り起こすワークショップ、講演会の開催、アンケート調査 

② PR活動(外国からのモニターツアーやメディアの露出、ネット予約販売補助)を(株)百戦錬

磨に業務委託。 

 

● 実績について 

事業の利用件数について 

美馬市農林漁家民宿改行支援補助金：4件（申請中：１件） 

美馬市移住創業促進事業補助金：２件 

 

民宿の宿泊実績について 

宿泊所 開業日 宿泊形態 
平成 29 年度 

宿泊数 
補助金 

農林漁家民宿 A 平成 26年 農林漁家民宿 5人  

農林漁家民宿 B 平成 29年 5月 農林漁家民宿 112 人 〇 

農林漁家民宿 C 平成 30年 3月 農林漁家民宿 約 20 人 〇 

農林漁家民宿 D 平成 30年 5月 農林漁家民宿 ０人  

簡易宿泊 A 平成 26年 6月 旧学校施設 639 人  

簡易宿泊 B 平成 26年 8月 ゲストハウス 951 人  

簡易宿泊 C 平成 28年 11月 民宿 140 人 〇 

簡易宿泊 D 平成 30年 3月 農林漁家民宿 0人 〇 

 

 

 

 



● 現状の問題点や課題について 

〇 補助金を使って宿舎者が少ない民宿は問題であり、この場合、宿泊のクオリティー向上につい

て市がどこまで関与できるかが問題と考えており、誘客手段としては、(株)百戦錬磨とタイアップ

による PRを図っている。 

〇 開業者はおおむね退職された 60代の方々がほとんどとなることから、今後長年にわたる開業

ができるかが問題と考えている。 

 

 

【廃校になった小学校の無料貸し出しについて】 

美馬地区においては、平成 29年 4月に芝坂・郡里・喜来・重清東及び重清西の５小学校が統合

し、美馬小学校が誕生。このことに伴い５小学校の廃校後における施設の利活用が課題となり、平

成 25 年度には「美馬市休・廃校施設利活用計画策定に関する調査研究」に取り組むとともに、平

成 26・27年度には「美馬市学校跡地等利用検討委員会」を設置し、各小学校跡地利用協議会にお

ける説明会の開催、要望等のとりまとめを行ってきた。 

各小学校は その設立から現在に至るまで､子どもたちの学び舎としてだけでなく 地域の中核的

な公共施設として、地域住民にとって「心の拠り所」となってきた。こうした経緯を踏まえつつ、

少子高齢化や人口減少といった問題に直面する各地域コミュニティを支える機能が発揮されるとと

もに、廃校施設の利活用が雇用の創出をはじめ地域の活性化につながるよう、利活用の基本的な方

向性が示された。（美馬地区廃校施設利活用方針 平成 29年 3月） 

 

現地視察 

重清北交流促進簡易施設 「山人
やまんと

の里
さと

」 （旧重清北小学校） 

 

宿泊施設への転換 

〇廃校の 3年前にあたる平成 19年度から、「休校準備委員会」が学校長、PTA、地域自治会長、市

教委等で結成され検討が始まった。その後、平成 21 年度には、後継組織である「跡地利用検討委

員会」に移行し、アンケートなど具体的な方向性の検討が開始された。 

〇平成 22年度より、「休校」となる。 

〇平成 26年 5 月、簡易宿泊施設「山人の里」オープン。地域住民等で組織する「運営委員会」に

よる運営(指定管理者制度」を行って現在に至る。 

〇平成 30年 4 月、バーベキュー棟完成。(地方創生推進交付金」 

〇平成 29年度より、楽天トラベル・じゃらん(リクルート)への登録によって、宿泊客が増加傾

向。 

口コミで広がりつつあり、合宿所として、或いは、各種体験メニュー希望者を中心に、利用者の拡

大が図られつつある。 

 

施設の運営状況 

〇平成 29年度「山人の里」運営施設営業利用状況 

・宿泊者・・732 人、施設利用者・・34団体 1,282 人、各種体験メニュー・・37団体 742 人 

〇その他利用状況 

・いきいきサロン、各種選挙投票所、研修会場、地域防災訓練、避難所、里帰り運動会、結婚式、

愛校作業など 

〇収益 

・清掃業務等明確な労働に対する賃金は支払っているものの、事務局等の業務は有償ボランティア

の形態で行っている。 

・その他、利用者が大人数の場合又は体験メニューによっては、スタッフ数が多くなる場合がある



が、基本的には全員ボランティアで従事している。 

・全ての業務に「賃金」を支払うと、現収入では経営は難しい。当初目的が「地域の賑わい創出」

であり、しばらくは内容を見直しずつ現状維持。 

 

廃校施設利用の問題点と課題 

当施設の開設に至る過程で、地域・行政それぞれ問題点・課題があった。 

〇行政の窓口が一本化されていなかった。スタートは学校施設のため市教委、廃校後は総務課管理

の普通財産となり、地域課題は地域振興担当課、というように一元化された維持・管理・利活用に

関する対応が取れ取れなかった。(現在の利活用でも、同様の問題が生じている) 

〇施設の本格オープンまで、休校から 4年、検討段階から概ね 6年を要した。もっと短縮できるよ

う、統合前から担当部局の明確化を行うべき。 

〇近年は地方創生関連予算のメニューが幅広く採択されるケースもあり、施設整備関連予算は確保

しやすいと考えられるが、明確なコンセプトとコーディネート(各種施策との連携等)が重要と考え

られる。 

〇自治体としては、地域住民組織に運営を任せるケースが多いと考えられるが、受け皿となる組織

の「本気度」をしっかり評価して実施することが重要。 

〇地域内の意見を取りまとめるのに労を要する。少なからず反対意見は出ると思われるが、それを

どのように吸収し利用計画に盛り込むか、地域運営組織の調整力によるところが大きい。 

〇学校施設は、自治体所有であって地域の持ちものである。行政は、そのバランスを十分理解した

上で、事業を遂行することが求められる。 

 

● まとめ・所感 

農林民宿を開業される方はほとんどが中山間地域の方々であり、地域で連携した農林民宿を開業す

ることによって、集落の活性化が図れると考える。また、農林民宿や廃校となった施設で宿泊する

ことを通じて地域の実情やその良さを知っていただき、都市部からの移住定住につなげていければ

と思う。本市でも重点項目の一つに掲げており、今回視察した美馬市の取り組みを参考にしていく

必要があるのではないかと強く感じた。 

【参考写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


